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水防活動の「見える化」について
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水防活動の「見える化」について
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Ｒ７「水防月間」の実施（毎年５月）
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国土交通省では、防災・減災の取組の一環として、梅雨や台風の時期を迎えるにあたり、国民一人ひとりが水防の意
義及び重要性について理解を深められるよう、毎年５月（北海道は６月）を「水防月間」と定めています。

気候変動の影響により激甚化・頻発化する自然災害に対し、流域全体を俯瞰し、あらゆる関係者が協働して治水対策
に取り組む「流域治水」の実効性を高める重要な取組の一つとして、各地域において総合水防演習等の水防訓練や水
防団等と河川管理者による共同巡視等、様々な取組を実施します。

R7水防月間ポスター
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早めの避難により被害を免れた事例（山形県最上郡鮭川村大字京塚）
もがみぐん さけかわむら おおあざ きょうづか
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災害の伝承と避難の呼びかけ

出典：住民の適切な避難行動の促進に
向けた好事例集（内閣府）R5.6に基
づき作成

 村上市小岩内地区では、昭和42年8月の羽越水害を忘れないよう、毎年、地域のお祭りと合わせて防災訓練を行い、
災害の記憶を伝承してきた。

 令和4年8月3日からの大雨では、常日頃からの防災の備えが活かされ、被害が最⼩限に抑えられた。

公会堂で展示している
羽越水害の記録写真

被害をうけた集落



ワンコイン浸水センサ ～官民連携による流域の浸水状況把握～

6出典：国交省発表資料より 6



ワンコイン浸水センサ実証実験に関する資料
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ワンコイン浸水センサ ～表示システム～
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浸水センサが浸水を検知した場合、表示システムに浸水センサの浸水情報が表示されます。

実証実験参加者向けの表示システムではそれに加えて、周辺の地形から想定される浸水エリアが
リアルタイムで表示されます。また、過去履歴から過去の浸水状況を確認することができます。



ワンコイン浸水センサ 参加自治体
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【凡例】
：豊川圏域大規模氾濫
 減災総合サミット構成員

センサ設置数 計 749基
～R5 ：218基
R6追加 ：427基
R7追加 ：104基

自治体名：センサ設置数

※数量は一部調整中・予定を含む。

豊田市：20基



活用事例（愛知県岡崎市） ～浸水の検知状況～
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ワンコイン浸水センサ～自動販売機搭載型（R5設置事例）～
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ワンコイン浸水センサ実証実験
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〇現在、実証実験への参加申込を受け付けております。詳細は国交省HPでご覧ください
公募期間：令和７年５月３０日（金）まで

https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo03_hh_001290.html



令和７年度 豊川水防連絡会

第２号 議案（共通） 令和７年度 会務及び事業計画 
【会務】
１．豊川水防連絡会 委員会

（豊川水防災サミット、豊川圏域水防災協議会、
豊川及び豊川放水路洪水予報連絡会と合同で実施）
①日時：令和７年５月７日（水 ）
②場所：愛知県東三河建設事務所 ５階 大会議室

（Web会議システム併用開催）
③対象者：会長、副会長、委員、その他事務局員
④議題

・令和６年度 会務及び事業報告
・令和７年度 会務及び事業計画（案）
・連絡会規約及び役員名簿
・その他情報提供

【事業計画】
１．河川合同巡視について

①日時：令和７年５月～６月（予定）
②内容：水防業務にかかわる担当者に対し、現場にお
ける知識向上を図るため、河川及び観測施設等の現
地調査を行う。

③対象者：洪水予報及び水防警報伝達機関
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第２号 議案（共通） 令和６年度 会務及び事業報告 
【会務】
１．豊川水防連絡会 委員会

（豊川水防災サミット、豊川圏域水防災協議会、
豊川及び豊川放水路洪水予報連絡会と合同で実施）
①日時：令和６年５月７日（火 ）
②場所：愛知県東三河建設事務所 ５階 大会議室

（Web会議システム併用開催）
③対象者：会長、副会長、委員、その他事務局員
④議題

・令和５年度 会務及び事業報告
・令和６年度 会務及び事業計画（案）
・連絡会規約及び役員名簿
・その他情報提供

【事業計画】
１．河川合同巡視について

①日時：令和６年５月27日（月）
②内容：水防業務にかかわる担当者に対し、現場にお
ける知識向上を図るため、河川及び観測施設等の現
地調査を行う。

③対象者：洪水予報及び水防警報伝達機関



国土交通省豊橋河川事務所 豊川 水防連絡会規約
                

                            第１章 総 則

第 １ 条 名 称

本会は、「国土交通省豊橋河川事務所豊川水防連絡会」
と称する。

             
第 ２ 条 目 的

本会は、河川法、水防法及び災害対策基本法の趣旨に
基づき、国土交通省豊橋河川事務所 豊川管内の水防関

係機関相互の協力及び連絡を密にし、水防対策の万全を
期すことを目的とする。

    
第 ３ 条 業 務
              本会は、前条の目的を達成するために、次の業務を行う。
            １．重要水防箇所に関すること。
            ２．水防警報に関すること。
            ３．河川改修の状況、既往洪水における出水状況、水防資

機材整備状況、その他水防に必要な情報及び意見の交
換等に関すること。

            ４．水防時の交通規制に関すること。
            ５．合同河川巡視に関すること。
            ６．水防にかかわる広報宣伝に関すること。
            ７．その他本会の目的を遂行するため必要と認められる事

項。

第 ４ 条 構 成

本会は、別紙－１に掲げる国土交通省豊橋河川事務所
豊川管内の水防関係機関をもって構成する。

第２章 役 員

第 ５ 条 役 員
              本会には、次の役員を置く。
            １．会   長 １ 名

２．副会長 １ 名
            ３．顧 問     若干名
            ４．幹事長 １ 名
            ５．幹 事      若干名

第 ６ 条 会 長
              会長は本会を代表し、会務を掌理する。
              会長は国土交通省豊橋河川事務所長をもってこれにあて

る。
                     
第 ７ 条 副会長

      副会長は会長をたすけ、会長に事故があるときはその職
務を代理する。

      副会長は水防管理団体間で選出された代表水防管理団
体の長をもってこれにあてる。

第 ８ 条 顧 問

顧問は次の役職者に会長がこれを委嘱し会長の諮問に
応える。
東三河総局長、東三河総局新城設楽振興事務所長、
東三河建設事務所長、新城設楽建設事務所長

第 ９ 条 委 員
              委員は会務を評議する。

委員は別紙－２に揚げる者をもってこれにあてる。

令和７年度 豊川水防連絡会 規約
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第１０条 幹事長
       幹事長は幹事会を運営し本会の業務を処理する。

幹事長は国土交通省豊橋河川事務所副所長（技術担当）
をもってこれにあてる。       

第１１条 幹 事
幹事は会務の企画及び相互連絡にあたる。
幹事は別紙－３に揚げる者をもってこれにあてる。

                            第３章 運 営

第１２条 委員会
本会は運営の委員会の決議による。
委員会は毎年出水期前及び会長が必要と認めたとき会

長が招集し会務を評議する。
委員会の議長は会長がこれにあたる。

第１３条 幹事会
              幹事会は幹事長が必要と認めたとき、幹事長が招集し会

務の企画にあたる。

第１４条 事務局                
本会の事務局は、国土交通省豊橋河川事務所流域治水
課に置く。
事務局職員は、国土交通省豊橋河川事務所の職員のう

ちから会長がこれを指名する。        
              事務局職員は、幹事長の指示を受け事務を処理する。

第４章 雑 則

第１５条 規約の改正
本規約の変更は、委員会の決議によらなければならない。

第１６条 附 則
              この規約は、昭和５７年７月１５日から実施する。

平成４年５月２７日一部改正
平成１３年６月２０日一部改正（組織名称変更）
平成１４年６月２１日一部改正（組織名称変更）
平成１５年６月１６日一部改正（組織名称変更）
平成１８年５月２２日一部改正（市町村合併）
平成２０年６月２０日一部改正（組織改変名称変更）
平成２２年５月１７日一部改正（組織改変名称変更）
平成２３年４月１日一部改正（組織改変名称変更）
平成２４年４月１日一部改正（組織改変名称変更）
令和３年５月２８日一部改正（組織改変名称変更）
令和３年６月３０日一部改正（組織改変名称変更）
令和５年４月２８日一部改正（組織改変名称変更）

別紙－１

豊川水防連絡会構成機関名

            国土交通省 豊橋河川事務所
            愛 知 県    東三河総局
                〃 東三河総局新城設楽振興事務所
                〃 東三河建設事務所
                〃 新城設楽建設事務所
            豊 橋 市
            豊 川 市
            新 城 市

令和７年度 豊川水防連絡会 規約
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別紙－２

豊川水防連絡会 委員名簿

会長 豊橋河川事務所長  
    

副会長  豊橋市水防管理者（豊橋市長）

顧問 東三河総局長
東三河総局新城設楽振興事務所長
東三河建設事務所長

新城設楽建設事務所長

委員 豊橋河川事務所副所長（事務）
豊橋河川事務所副所長（技術）
豊橋河川事務所総務課長
豊橋河川事務所工務課長

  豊橋河川事務所流域治水課長
  豊橋河川事務所管理課長
  豊橋河川事務所豊川流域治水出張所長

豊橋市水防管理者（豊橋市長）
豊川市水防管理者（豊川市長）
新城市水防管理者（新城市長）

   
 

令和７年度 豊川水防連絡会 名簿

別紙－３

豊川水防連絡会 幹事名簿

幹事長  豊橋河川事務所副所長（技術）

幹事 豊橋河川事務所流域治水課長
豊橋市河川課長
豊川市道路河川管理課長
新城市土木課長
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豊川放水路の令和６年度までのゲート開閉回数
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○ 平成最大となる平成23年9月洪水は、河川整備計画で河道整備の目標とする流量（河道整備流量）4,100m3/s（石田地点）に迫
る3,991m3/sの出水である。

○ 年最大実績流量の整理結果より、いずれの年も河川整備計画目標流量4,650m3/s（石田地点）を下回っている。
○ 河川整備計画策定後の放水路ゲートの開閉回数は、2～8回で推移している。（令和6年度は７回）
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